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道路位置指定取扱要領

（申請手続）
　１　必要な書類及び記載要領
　（１）　道路の位置の指定申請書（正副各１部）
　　　　１　申請者は、原則として指定道路となる土地の所有者とする。　
        ２　申請地の地番は、申請に係る道路部分の地番を記入する。
            原則として道路部分は分筆登記する。
        ３　道路の幅員は、指定する道路の幅員別に記入する。
４　道路の延長は、幅員別の合計を記入する。
自動車転回広場がある場合は、その面積を記入する。
        ５　関係地番地目は、指定道路となる土地に隣接する土地の地番及び地目を記入する。
　　　　６　承諾書欄は、下記について記入する。
（１）位置指定道路となる土地の所有者
            （２）指定道路となる土地に関して権利を有する者
                  指定道路の隣接となる土地の所有者及び権利を有する者
            （３）指定道路となる土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者
                  指定道路の隣接となる土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者
　　　　　 （４）位置指定道路となる土地の管理者

　（２）　承諾事項
        １　承諾を必要とする関係権利者
　　　　　　道路の敷地となる土地（以下「土地」という。）の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者
　　　　　　建築基準法施行令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者
            ただし、位置指定道路を廃止し、又は変更する場合は、上記権利者及び道路敷地に接する土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者
        ２　承諾書の記載事項
          　イ　権利別による氏名及び押印　
            ロ　印鑑証明書（承諾を得た全員のもので、申請時の３か月前以内に発行
されたもの）ただし、官公庁は不要とする。

　（３）　道路指定図
        １　付近見取図は、方位、申請道路の位置、付近の目標となる地物を記入する。
        ２　地籍図は、凡例に従って記載する。
        ３　申請道路の延長は、既存道路の側線から申請道路の終点又は自動車転回広場の起点までの中心線により測る。
        ４　申請道路の幅員は、道路の中心線に直角に測る。
        ５　申請道路の幅員が一定でない場合は、それぞれの幅員及び延長を記入する。
　　　　６　土地の周辺状況（崖、擁壁など）を図示する。
        ７　申請道路に係わる側溝、雨水桝等の排水施設の位置を図示する。

　（４）　登記簿謄本
        申請道路部分の土地の登記簿謄本を１通添付する。

　（５）　公図
        申請道路部分がわかるもの

　２　指定までの事務手続き
　（１）　事前相談
        申請者は参考図書（位置図、敷地計画図、公図の写し、土地登記簿謄本等）を持参の上、事前相談をする。

　（２）　申請書の提出　
        申請者は関係図書を添付し、正副各１部を提出する。

　（３）　審査及び工事施工通知書
　　　  申請書の審査を行い、支障がないと認められるものについて工事の施工を通知する。

　（４）　工事着手及び工事完了届　
        申請者は工事の施工通知を受けた後に道路築造工事に着手し、工事完了後、工事写真及び出来形図を添えて完了を報告する。

　（５）　現場検査
        築造された道路が技術基準に適合しているか否かの検査を行う。

　（６）　告示及び通知
        現場検査に合格したものは、当該指定の決定決裁の後、建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路として指定した旨の告示を行い、申請者に副本１式によりその旨を通知する。














　３　技術基準
　（１）　申請道路の幅員は４ｍ以上で、原則として両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次の各号の場合は一端のみが他の道路に接続した袋路状道路が認められる。
        １　延長が35ｍ以下である場合の袋路状道路。（既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接する場合にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。）

 (
４ｍ
６ｍ
35
ｍ
指定道路
既存袋路状道路
)

















        ２　終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合の袋路状道路

 (
４ｍ以上
35
ｍ
)








 






        ３　延長が35ｍを越える場合で、終端及び区画35ｍ以内ごとに自動車の転回広場が設けられている場合の袋路状道路
            なお、転回広場の基準は次のとおりとする。 
1 直径13ｍ以上の円又は13ｍの円を含む角
2 道の中心線から水平距離が２ｍを越える区域内において小型四輪自動車　　　　　　　 （道路運送車輌法施行規則によるもの）のうち最大なるものが２台以上停車できるもの
3 小型四輪自動車のうち最大なるものが転回できる形状のものであること。

 (
35
ｍ以内
35
ｍ以内
４ｍ≦指定道路＜６ｍ
転回広場
（小型四輪自動車
２台分駐車可能）
)











        ４　幅員が６ｍ以上の場合

        ５　１から４までに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

  （２）　同一平面で、かつ、内角120°未満で交差、接続又は屈曲する部分には角地の隅角をはさむ辺の長さが２ｍの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
 (
２ｍ
２ｍ
２ｍ
２ｍ
２ｍ
２ｍ
120
°以上
120
°未満
)














　（３）　砂利敷、その他ぬかるみにならない構造であること。

　（４）　縦断勾配が12％以下であり、階段状でないこと。
　　　　　ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合はこれによらなくてよい。

　（５）　道路及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設け
たものであること。

　（６）　当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10㎝角、長さ45㎝以上のコンクリート杭又は石標を埋設して、その位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
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  　第　　号
年　　月　　日


（申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長　　　　　　　　　


建築基準法第42条第１項第５号に基づく道路位置指定の申請に伴う
道路築造工事の施工通知について



　　　　　　　年　　月　　日付申請のあった道路の位置指定について審査の結果、
　　申請事項に支障がないと認められるので、道路築造工事を行ってください。
　　　なお、下記の件に十分留意してください。


記


　　１．申請地
　　２．申請時以降において、関係権利者の変更があった場合は、速やかに届出し
　　　　てください。
　　３．工事完了後、工事写真、出来形図等を添え「道路築造工事の完了届」を提
　　　　出してください。
　　４．その他の変更があった場合は、速やかに届出してください。











　　　　　　　　　　　　　　
道路築造工事の完了届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　北見市長　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　       　　　（申請者）　住　所
                　　　　　　　　　　　　　       氏　名


　　　　建築基準法第42条第１項第５号に基づく道路位置指定（変更）に伴う
　　　道路築造工事が完了しましたので届出いたします。

　　１．道路築造工事完了地（申請地）
    　　　　        北見市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．工事完了日
    　　　　           　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（下記は記入しないでください）

	受付番号
	　　年　　月　　日　　第　　　　号

	検査年月日
	　　年　　月　　日

	検査結果
	合・否
	検 査 員
	

	指定番号
	第　　　　　　　　　号

	告示年月日
	　　年　　月　　日
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